
地方出先機関相談窓口ネットワークについて

○地域において、自然再生を実施しようとする者（実施者）から相談が

あった際、的確に応じられるよう、各省庁の地方出先機関に担当官を

設置。（全国８１箇所）

主な出先機関：環境省自然保護事務所、

農林水産省地方農政局、森林管理局

国土交通省地方整備局

【自然再生推進法第１１条】

主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な

体制の整備を図るものとする。

○相談を受けた対象地の自然環境に応じて、関係する行政機関・部局

が連携してこれに取り組めるよう、ネットワークを形成。

（相談窓口一覧）

http://www.env.go.jp/nature/saisei/network/list/index.html

地方出先機関相談窓口ネットワーク(全国81箇所）

地域ごとのネットワーク
情報交換,意見交換を通じたサ
ポートの実施

水産関係窓口
５箇所

農業関係窓口
９箇所

港湾関係窓口
１０箇所

林野関係窓口
１６箇所

実施者（市民、市町村等）

自然再生事業の相談 ・各行政機関の地方の出先機関に窓口を常設

・各窓口が、市民、市町村からの相談を受ける

・各機関にまたがる案件は、ﾈｯﾄﾜｰｸを活用する

国立公園・自然環境窓口
１１箇所

公園緑地関係窓口
１０箇所

河川関係窓口
１０箇所

その他社会資本
関係窓口
１０箇所
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